
ひとり親家庭への市単独手当等について 

手当等 制度創設 目的 支給対象 所得制限 支給額 支給児童数（Ｈ２５） 

児童福祉手当 昭和４６年 
児童の健全育成及び
福祉の増進を図る。 

 離婚，未婚等によるひと
り親家庭の義務教育終了
前までの児童の養育者等 

市民税所得割が
非課税であること 

児童一人あたり 
Ｓ４６～ 月２，０００円 
Ｓ５３～ 月２，５００円 
Ｓ５４～ 月３，０００円 

３，９０６人 

遺児手当 昭和４４年 
児童の健全育成及び
福祉の増進を図る。 

 死別によるひとり親家庭
の義務教育終了前までの
児童の養育者等 

市民税所得割が
非課税であること 

児童一人あたり 
Ｓ４４～ 月２，０００円 
Ｓ５０～ 月３，０００円 

２１５人 

母子家庭等 
児童入学祝金 

昭和５０年 
児童の成長を祝福し，
もって母子家庭等の福
祉の増進を図る。 

 遺児手当又は児童福祉
手当受給者で，児童が小
学校又は中学校に入学す
る者 

市民税所得割が
非課税であること 

入学児童一人あたり 
Ｓ５０～ １０，０００円 
Ｓ５４～ １５，０００円 

６３９人 

母子家庭等援護費 昭和５１年 

経済的自立を助長す
るとともに母子家庭等
の生活の安定と向上
に資する。 

 遺児手当又は児童福祉
手当受給者で，12月1日
時点で3か月以上本市居
住の者 

市民税所得割が
非課税であること 

年１回 
Ｓ５０～ １０，０００円 
Ｓ５３～ １２，０００円 
Ｓ５６～ １５，０００円 

２，８４６世帯 

１ 本市単独手当等 

３ 他市の市単独手当等の支給 

２ 本市児童福祉手当の支給期間 

・ 県内他市は，支給なし。 
 
・ 中核市では，約半数で手当等の支給あり。 
  その内，離婚によるひとり親家庭も支給対象としているのは，約３割。 

出典 平成２３年８月子ども家庭課調べ 

・ ひとり親となった後，児童福祉手当の受給を開始した者の内，６７％は， 
３年後に市民税所得割課税となり，手当支給が停止している。 
（８１％は，５年後までに支給停止） 
 
・ ５年以上受給がある者（右のグラフの“５年以上１９％”）のうち，約半数は 
生活保護受給者と見込まれる。 

受給者の市民税所得割課税による支給停止までの期間 

資料１－１ 

出典 平成２６年８月子ども家庭課調べ 

中核市における市単独手当等の支給 

離婚，死別等による手当１４％（６市） 

死別のみによる手当３７％（１６市） 

一時金のみ５％（２市） 

支給なし４４％ 
（１９市） 

この６市の内，手当と祝金等の
一時金を支給しているのは，本
市といわき市のみ。 

１年未満 
４６％ 

２年未満 
１１％ 

３年未満 
１０％ 

４年未満 
７％ 

５年未満 
７％ 

５年以上 
１９％ 


